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船舶発生油等焼却設備の英文型式承認書の取り扱いについて 

 
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃から海事安全行政にご理解とご協力を

賜り、誠にありがとうございます。 
標記について、ご連絡申し上げます。平成 17 年 3 月 28 日付け海査第 523 号(型式承認試験船

舶発生油等焼却設備の型式承認試験基準の制定について)により、船舶発生油等焼却設備の型式承

認試験基準を制定いたしましたが、当該船舶発生油等焼却設備の型式承認試験基準の適用に当た

っては、下記のとおり取り扱うこととしましたので、通知します。 
 
１．概要 

1997 年、国際海事機関(IMO)において、MARPOL 条約に附属書 VI(大気汚染防止規制)を追加

する議定書が採択されました。この中で、各国の排他的経済水域(EEZ 水域)を超えて航行する船

舶であって平成 12 年 1 月 1 日以降設置する船舶発生油等焼却設備は、主管庁が附属書 VI 第 16
規則に基づき認めることとされています。加えて、IMO 決議 MEPC.93(45)ANNEX に定める様

式の英文型式承認書の写しの備え置きが義務付けられていることから、外国政府が実施する PSC
においては、当該写しの提示が求められる可能性があります。 
我が国においては、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省

令(国土交通省令第 93 号平成 16 年 10 月 28 日公布)により海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止

緊急措置手引書等に関する技術上の船舶発生油等焼却設備の型式承認試験基準を定める省令を一

部改正するとともに、大気汚染防止検査対象設備の技術上の船舶発生油等焼却設備の型式承認試

験基準を定める告示(国土交通省告示第120号平成17年2月1日公布)を定めました。これを受け、

船舶発生油等焼却設備の型式承認試験基準を制定しましたので、今般、型式承認された当該設備

に対し、英文型式承認書を交付する体制を以下のとおり整えることとしました。 
 
２．適用 
船舶発生油等焼却設備の型式承認試験基準は、平成 17 年 3 月 28 日以後に型式承認された船舶

発生油等焼却設備について適用します。平成 12 年 1 月 1 日以降に船舶発生油等焼却設備を設置

し、EEZ 水域を超えて航行する船舶は、当該設備の英文型式承認書の写しを備え置くことが必要

です。 
 
３．英文型式承認書の交付申請手続き 
船舶発生油等焼却設備の英文型式承認書の交付申請手続きは、別紙のとおりです。 



 
４．英文型式承認書(写し)の取り扱いについて 
船舶発生油等焼却設備の製造者は、型式承認を受けた当該物件について、英文型式承認書の交

付申請をすることができます。なお、英文型式承認書の交付を受けた製造者は、当該物件の出荷

時に、当該英文承認書の写しを添付します。 
 
５．予備検査に合格した船舶発生油等焼却設備について 
予備検査に合格した船舶発生油等焼却設備は、型式承認された物件と同一の様式による英文証

書の交付申請をすることができます。この場合、上記 3.及び 4.において「英文型式承認書」を「英

文証書」と、「型式承認」を「予備検査」と読み替え運用します。EEZ 水域を超えて航行する船

舶は、当該設備の英文証書の写しを備え置く必要があります。 



 別紙 
 

英文型式承認書の交付申請について 
 
 
1 船舶発生油等焼却設備の製造者は、型式承認申請と同時に様式 1 に必要事項を記載のうえ、管海官

庁を経由して海事局検査測度課(担当業務第一係)あて申請すること。 
なお、既に型式承認済みの当該設備であって、英文型式承認書の交付のみを申請をする場合は、直

接海事局検査測度課(担当業務第一係)あて申請すること。 
 
2 申請に当たっては、様式 2 の英文型式承認書の様式に必要事項を記載したものを 2 部 提出するこ

と。なお、記載事項のうち「signed(署名)」及び「dated(日付)」の欄は、空白にすることとする。 



       (様式 1) 
英文型式承認証書の交付申請書 

 
    平成  年  月  日 

 
海事局検査測度課長 殿 
 
                      住 所  

氏 名    印 
 
 
このたび、下記の型式承認を受けた下記物件について、英文型式承認書の交付を申請いたしま

す。 
 

記 
 
物件の名称 

 
物件の型式 

 
型式承認番号 

 
承認年月日 



 



 

 


